
 

環境省事業 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」 

・指定管理鳥獣捕獲等事業費 

・鳥獣保護管理強化事業費 

・捕獲強化に伴う保護対象鳥獣に係る調査 

「特別会計法」 

・帰還困難地域等における鳥獣捕獲等緊急対策事業 

「地方交付税」 

・鳥獣被害対策の推進を目的とした特例措置 

 

農林水産省事業 

「鳥獣被害防止特措法」 

・鳥獣被害防止総合対策交付金 

 

林野庁事業 

森林法１９３条（国庫の補助）に基づき「国は都道府県に対して補助する旨」 

・森林整備事業［公共］ 

 

予算は必ずしも法令根拠がないと予算措置ができないというものではなく、例えば、農業

振興関係の予算は法律に基づかないものだらけとのことです。 


